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《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、生物学的製剤の投与における KL-6 の算定は「間質性肺炎

疑い」の病名がある場合に限り 3 か月に 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 生物学的製剤投与時は副作用（合併症）として薬剤性の肺障害等をひき

起こす懸念があるため、間質性肺炎の診断の補助として KL-6 の算定は認

められる。 

 ただし、KL-6 を算定する場合は「間質性肺炎疑い」の病名が必要であ

り、頻度は医学的に頻回な検査の必要性が認められる場合を除き、3 か月

に 1 回まで認められると整理した。 

 

 


